
1

はじめに

　安政期における日蘭貿易は従来の形態を次第に変

え、その期の後半に米・英・露・仏と共に自由貿易へ

と変遷していく時期であり、日本貿易史における重要

な転換期といえる。（1）

　安政 2 年 12 月 23 日（1856 年 1 月 30 日）に日蘭和

親条約が調印され、貿易に関しては従来の「振合」に

よることとされた。その後、この条約が批准された安

政 4 年 8 月 29 日（1857 年 10 月 16 日）、同じ日付で

日蘭追加条約が調印され、貿易では従来の会所貿易の

形態が温存された。しかし、具体的な取引においては、

脇荷商法を拡大する形がとられた。すなわち、オラン

ダ船の輸入品は長崎会所において直接商人が入札をお

こない、その代料もしくは「代り品」は落札商人から

会所に納めるというものであった。（2）輸入品をオラ

ンダ人より長崎会所が値組の上で一括購入し、それを

長崎会所が日本商人に入札で販売するという本方商法

に比べて、この脇荷商法は、長崎会所のもとでの取引

ではあるが、オランダ側にとっては貿易の自由化を進

めるものであったといえる。（3）

　筆者は先に「幕末開国期における日蘭貿易－安政 3

年（1856）の本方荷物と脇荷物の取引－」（『鶴見大学

紀要』第 51 号第 4 部、平成 26 年）を発表した。この

拙稿では、日蘭貿易において「脇荷商法を拡大する」

時期を迎える直前の安政 3 年（1856）に焦点を絞り、

本方商法で取引された本方荷物と、脇荷商法で取引さ

れた脇荷物を具体的に提示検討し、それぞれの取引で

どのような品々があつかわれ、どれくらいの貿易規模

であったのかを明らかにした。その結果、取引商品の

種類は本方荷物、脇荷物の大枠でみた場合、従来と大

きな違いはなかったが、脇荷物全体の取引が本方荷物

の取引の 4.07 倍あることがわかった。本方荷物の取

引は次第に意味をなくしつつあり、これをもって日蘭

貿易の中核の取引ということはいえない状況になって

きていた。もはや本方商法ではなく脇荷商法の時代を

むかえており、オランダ側のめざす自由貿易へと進み

つつあると考えられた。
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　しかし、このような状況が果たして安政 3 年独自の

ものととらえてよいのか、その前後の年の取引状況を

解明し、さらに安政期の他の年度と比較検討すること

が重要な課題と考えられる。そこで、本稿では、前年

の安政 2 年を事例に、日蘭貿易における本方荷物・誂

物・脇荷物などオランダ船の主要な輸入品の取引の実

態を、史料紹介を含めて明らかにし、安政 3 年の日蘭

貿易との比較検討を試みていきたい。また、安政 2 年

には幸いにも、上記の品々の取引過程を解明できる年

番阿蘭陀通詞作成の『安政二年　萬記帳』（4）が現存

していることから、各取引史料の位置付けをも試みて

いきたい。

第 1章　オランダ船輸入品の取引過程

　まず、本稿の前提となる当時の日蘭貿易の取引枠と

主な取引商品の種類について述べておきたい。近世の

日蘭貿易は、大きく分けて二つの取引がおこなわれて

いた。一つは本方貿易と称し、オランダ東インド会社

の会計に属する商品群の取引であり、東インド会社に

とって直接損益にかかわるものであった。もう一つは

脇荷貿易と称し、一定額だけ許された私貿易品の取引

であった。なお、オランダ東インド会社は 1799 年に

崩壊し、その後、日本との貿易はバタヴィアの東イン

ド政庁の管理下に入り、長崎商館（出島）はこの政庁

の商館になるが、長崎商館での本方貿易・脇荷貿易は

以前同様につづけられた。

　オランダ船が持ち渡った積荷物には、①本方荷物～

主に本方貿易で取引される商品、②脇荷物～主に脇荷

貿易で取引される商品（天保末期より、脇荷物の一部

は、「品代り」で取引される品代り荷物ともなってい

た）、③誂物～将軍をはじめとする幕府高官・長崎地

役人等によってオランダ船に注文されたものの持ち渡

り品、④献上・進物品～オランダ人が貿易取引を許さ

れている御礼として江戸参府の際に贈る品（将軍へは

献上品、幕府高官へは進物品と称した。なお、これら

の品は①本方荷物の中から取引前に選り分けられたも

のである）、その他、各所への贈り物やオランダ人が

長崎商館で使用する日用品である遣捨品などが存在し
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た。19 世紀前半を事例としてみると、①本方荷物は、

主に染織品・白砂糖・蘇木・象牙・丁子・胡椒・鉛・錫・

水銀等であり、この中から選り分けられた④献上・進

物品は主に染織品からなっている。②脇荷物は、薬品

類、ガラス器・陶器・磁器などの食器類、皮革・酒・

顔料・時計等々、雑貨・小間物類、さらに書籍類等か

らなっている。これらは、①本方荷物にはみられない

品々である一方、③誂物と共通する品が多く含まれて

いる。②脇荷物における多くの薬品類や書籍類、③誂

物における薬品類や書籍類・武器類は、当時の蘭学興

隆の面からみると、文化史上、大変重要な取引の品々

ということができる。

　さて、本稿の研究対象である安政 2 年（1855）には、

オランダの「商売船」として 6 月 19 日（8月 1日－以下、

西暦の月日はゴシック体で記す）にヘンリエッテ・エ

ン・コルネリア号 Henriette en Cornelia と翌々日 6 月

21 日（8 月 3 日）にネーデルラント号 Nederland が長

崎港に入津している。（5）長崎では、入津順にヘンリエッ

テ・エン・コルネリア号を「（阿蘭陀）壱番船」、ネー

デルラント号を「（阿蘭陀）弐番船」と称した。両船

が持ち渡った輸入品の取引に関する記事を『安政二年

　萬記帳』より抜粋列挙し一覧表にしたものが表 1 で

ある。鳥井裕美子氏によれば、「『安政二年　萬記帳』は、

通詞会所の日録というべき史料で、正月元日から十二

月二十九日までの年間行事・職務・異動（通詞の任命・

昇進・退役等）が記されている。地役人の記録であり、

事務的色彩が濃いが、この年の阿蘭陀通詞の動向や出

島・長崎の状況を知る上で、貴重な第一級史料である

ことは間違いない。」（6）と述べられている。したがって、

日蘭貿易の取引の随所で関わりをもったこの阿蘭陀通

詞の記録から安政 2 年のオランダ船の輸入品の取引を

日を追って考察することができる。

　以下、表 1 に従ってオランダ船の輸入品の取引を考

察し、その過程内において作成された現存する日蘭両

取引関係史料（表 1 中のＡ～Ｈ）の紹介をしていきた

い。

（1）「送り状」Factuur の提出（差出和解）（Ａ・Ｂ参照）

　前述のごとく、ヘンリエッテ・エン・コルネリア号

は、安政 2 年 6 月 19 日（1855 年 8 月 1 日）に、ネー

デルラント号は、6 月 21 日（8 月 3 日）に長崎港に入

津し、同 25 日に「送り状」Factuur を日本側に提出した。

提出された「送り状」は、出島のカピタン部屋におい

て、長崎会所調役・同目付・同吟味役・同請払役・年

番町年寄・出島乙名・阿蘭陀通詞目付・大小通詞・筆

者等のもとに次のように「差出和解」（「送り状」の翻

訳）がおこなわれた。

（前略）かひたん差出候横文字一応直組方通詞

御年番江入御覧候上、かひたん開封いたし直ニへ

とる阿蘭陀人申口逸々直組方小通詞通弁いたし候

ニ付、会所請払役此方筆者写取ル（7）

ここにあるように、オランダ商館長（かひたん）が提

出した「横文字」を次席商館長（へとる）が読み上げ、

それを直組方小通詞が翻訳（通弁）し、会所請払役や

〔阿蘭陀通詞附〕筆者が写し取るというものであった。

この「差出和解」の際に提出された「かひたん差出候

横文字」は入港船が持ち渡った「送り状」（貨物を船

積みして送付する際、貨物の受取人に宛て作成された

積荷明細目録）ではなく、商館長が前もって積荷の仕

入値を抜かして写し取った「送り状」のコピー（「提

出送り状」）であった。（8）

　現存するヘンリエッテ・エン・コルネリア号とネー

デルラント号の「送り状」Factuur（9）は、それぞれバ

タヴィアにおいて理事官（De Resident van Batavia）よ

り長崎出島のオランダ商館長に宛てて 1855 年 6 月 30

日（バタヴィア）付けで作成されたものであり、品目名、

数量、仕入価額等が記されている（表 1 中のＡ参照）。

また本史料には本方荷物だけでなく、誂物や出島でオ

ランダ人が使用する遣捨品なども記されている。一方

この 2 冊の「送り状」から写し取られた「提出送り状」

Opgegeven Factuur（10）（「かひたん差出候横文字」）は、

本方荷物（別段商法・別段持渡り・新規の別段商法の

荷物を含む）の他、誂物に関して品目名と数量のみを

簡潔に記したリストとなっている（表 1 中のＢ参照）。

　なお、オランダ側史料の「送り状」には、上記の本

方荷物・誂物・遣捨品等を記した「送り状」の他に、

脇荷物の「送り状」も存在していたと思われるが、現

時点では未詳とせざるを得ない。

（2）「積荷目録」（Ｃ参照）

　安政 2 年にヘンリエッテ・エン・コルネリア号とネー

デルラント号が持ち渡った輸入品を記す現存する日本

側史料としては、「唐舟阿蘭陀差出帳」（某所所蔵）と

「嘉永七寅年　唐紅毛差出」（神戸市立博物館所蔵）の

2 点を挙げることができる（表 1 中のＣ 1・2 参照）。

　前者の「唐舟阿蘭陀差出帳」（Ｃ 1）は、商人（近

江屋嘉兵衛）が書き留めた 3 冊からなる唐船と阿蘭陀

船の差出帳（積荷目録）の記事を中心とする天保 8 年

（1837）～万延 2 年（1861）の記録である。3 冊目に

は、アメリカ船・イギリス船の積荷リストも記されて

おり、また、2 冊目には天保 15 年（1844）の阿蘭陀

風説書もみられる。薬種を中心とする抄出リストが多

いが、幕末開国期の貴重な輸入品リストといえる。安

政 2 年のオランダ船の積荷目録は 2 冊目に収められて

いる。なお、所蔵者の希望により「某所所蔵」と記し

て置く。また、後者の「嘉永七寅年 唐紅毛差出」（Ｃ 2）
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表 1　安政 2年（1855）長崎入港オランダ船の輸入品に関する取引過程
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は、商人（備前屋吉兵衛）が書き留めた唐船と阿蘭陀

船の差出帳（積荷目録）の記事を中心とする嘉永 7 年

（1854）～安政 5 年（1858）の記録である。なお、記

録の中には、落札価格やアメリカ船の積荷リストも記

されている。前者の史料同様抄出リストが目立つが、

幕末開国期の貴重な輸入品リストといえる。両史料共

に安政 2 年の本方荷物、誂物、脇荷物、品代り荷物の

リストを記しており、6 月 25 日に出島のカピタン部

屋において作成された「積荷目録」の写しと考えられ

る。（11）

　本稿では、その記載内容より、本方荷物に関しては

前者の史料を、誂物に関しては後者の史料を、脇荷物

および品代り荷物に関しては両史料を並記して活用す

る。

　なお、表 1 に示したように、6 月 25 日には、「本方

并別段商法持渡」「御用御誂荷物」「脇荷物」のリスト

（「差出和解」）が作成され、さらに本方荷物で持ち渡

られた「銀銭持渡高」および「品代り荷物持渡高」の

「届書」が作成されている。上記の「提出送り状」は、

「本方荷物」と「誂物」に関してのリストであったが、

おそらく「脇荷物」のリストもこの時点で提出されて

いたものと推測される。

（3）「反物切本帳」（Ｄ参照）

　6 月 25 日に「差出和解」がおこなわれた翌日 26 日

よりオランダ船からの荷揚が開始された（「両船荷

揚」）。荷揚開始から数えて 13 日目の 7 月 8 日より反

物の開封（「端物解出シ」）が始まり、つづいて反物目

利による見分がおこなわれたものと思われる（「端物

間打」、「反物尺改銘書」、「献上反物撰取疵改」、「献上

反物再見分」など）。江戸期、舶来染織に対する需要

は高く、本方荷物の中には必ず数種類の反物が含まれ

ており、19 世紀には誂物や脇荷物・品代り荷物の中

にも反物類が見られるようになる。安政 2 年にも数多

くの反物が輸入されている。反物目利による輸入反物

の見分の際には、反物目利によって「手本取」がおこ

なわれ、後にその「手本取」した裂を貼り付けた「反

物切本帳」（以下「切本帳」と略記する）が作成された。

現在、この「切本帳」に類する史料が各所に残されて

いる。（12）長崎歴史文化博物館には「安政二　卯紅毛

船持渡端物切本帳　扣」と称する横帳の「切本帳」が

収蔵されており、作成者の名前は不明であるが、その

形状より反物目利によって仕立てられたものと思われ

る。この「切本帳」には縦 5 センチ程・横 4 センチ程

の長方形の裂が貼り付けてあり、各裂の右上に反物名

が明記されている。表紙に「卯七月」とあることより

7 月 8 日以降、反物目利によって作成された本方荷物

の「切本帳」であることは明らかである（表 1 中のＤ 1、

図 1 参照）。

　また、鶴見大学図書館には「安政二年　卯紅毛船弐
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図 1　「安政二　卯紅毛船持渡端物切本帳　扣」（長崎歴史文化博物館収蔵）

図 2　「安政二年　卯紅毛船弐艘品代切本」（鶴見大学図書館所蔵）

図 3　「安政二  卯三四番割  卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」（長崎歴史文化博物館収蔵）



7

艘品代切本」と称する縦帳の「切本帳」が所蔵されて

おり、その表紙より反物目利の芦塚（真八、もしくは

孫三郎）によって作成されたことがわかる。「切本帳」

には、縦 13 ～ 3 センチ程・横 15 ～ 2 センチ程の長方

形の裂が貼り付けてあり、各裂の右上に反物名が明記

されている。この「切本帳」は表紙に「卯九月」とあ

るが、8 月 28 日に「品代并脇荷商人見せ」がおこな

われていることより、本来、この日以前に作成される

ものであったと考えられる（表 1 中のＤ 2、図 2 参照）。

　「切本帳」は商人によっても作成されている。長崎

歴史文化博物館には「安政二  卯三四番割  卯阿蘭陀船

本方・品代切本帳」と称する商人（松田）が作成した

縦帳の「切本帳」が収蔵されている。この商人作成の「切

本帳」は、まず、反物目利によって「目利見分」の際

に切り取られた反物の見本裂の一部が帳面に貼り付け

られ、「商人荷見せ」終了時までに、各反物名と取引

反数が裂の右側に、反物の寸法・特色などが裂の左側

に記され、さらにその後におこなわれた入札において

入札上位三番札までの価格と入札商人名が裂の左側に

記入されたものである（表 1 中のＤ 3、図 3 参照）。見

本裂は縦 11 ～ 2 センチ程、横 12 ～ 2 センチ程で、上

述の反物目利作成の「切本帳」と後述する商人作成の

取引帳簿である「見帳」を合わせた輸入反物に関する

取引史料として価値の高いものといえる。本史料は、

8 月 28 日の「品代并脇荷商人見せ」以前から作成が

開始され、表紙に「卯九月拂」「卯三四番割」（＝卯年

すなわち安政 2 年の長崎会所での 3 回目と 4 回目の取

引（商人の入札）を意味する）とあることより、9 月

22 日の「〔卯四番割　本方〕入札」以後に完成したも

のと考えられる。

　上記の内、反物目利によって作成された「切本帳」は、

輸入反物の荷改めの際に、後の覚えとして作成された

ものであり、それは、まず、「直組」（＝値組）すなわ

ち価格評価のためであり、その他、大改下調べ、商人

見せ、荷渡し等の際に現物と照合するためのもので

あったと考えられる。また、「切本帳」の中には、裂

の剥ぎ取られた部分に「注文帳之節取之」と記されて

いるものがあり、注文見本としても「切本帳」の裂が

使用されたことがわかる。さらに、「切本帳」はその

残存形態からして、後年の参考として作成・保管する

意味合いもあったと推測される。（13）また、商人作成

の「切本帳」は「商人荷見せ」以前から作成されはじ

め、入札・落札・荷渡を通して使用され取引の過程ご

とに書き加えられていった、商人側の取引のために作

成された原史料ということができる。また、その残存

形態から後年の取引の参考のために商人等によって保

管されてきたことも容易に推測されよう。（14）

　なお、安政 2 年の商人作成の「切本帳」の事例とし

て、三井文庫所蔵の「差出目利帳」と京都工芸繊維大

学美術工芸資料館所蔵の「卯紅毛本方切手本帳」・「卯

紅毛品代切手本帳」を挙げることができる。三井文庫

所蔵の史料は、大坂の仲買仲間である小間物問屋小西

平兵衛のもとに残されたものであり、嘉永 5 年（1852）

から安政 3 年（1856）までのオランダ船と唐船の差出

帳・見帳・切本帳が合綴されたものである。（15）この

中には、安政 2 年の本方と品代りの切本帳が収録され

ている。しかし、上記の「安政二　卯三四番割　卯阿

蘭陀船本方・品代切本帳」にみられるような入札価格

や入札商人名は記されておらず、見本裂と商品名・取

引反数の他、各裂の特色を記すに止まり、「商人荷見せ」

段階までの記録となっている。また、京都工芸繊維大

学美術工芸資料館所蔵の「切本帳」2 冊は、商人の冨

屋と金澤屋から同じく商人の中野と池田屋に送られた

ものと思われ、こちらも見本裂と商品名・取引反数の

他、各裂の特色を記すに止まり、入札価格等は記され

ず、「商人荷見せ」段階までの記録となっている。

（4）荷改・値組（Ｅ・Ｆ参照）

　荷揚は、その開始の 6 月 26 日より数えてほぼ 2 ヶ

月後の 8 月 27 日に終了している（「弐番船荷揚終」）。

この荷揚の間に、輸入品の「解出シ」・「献上反物撰取

疵改」・「目利見分」・「御用御誂之品解出会所渡シ」・「御

代官并町年寄所望之品会所渡し」・「町年寄所望之品会

所渡」・「願請砂糖会所渡」等がおこなわれ、さらに、

8 月 12 日には長崎奉行が輸入品の見本に一通り目を

通す「大改」がおこなわれている。また、壱番船の荷

揚が終了した8月25日より「脇荷商人見せ」がはじまっ

ている。そして、9 月 6 日より輸入砂糖の風袋に関す

る手続きが始まり、9 月 12 日・13 日にかけて「風袋引」

の計量がおこなわれた。

　オランダ商館では、荷改の結果の内、本方荷物内の反

物類については、8月27日（7月 15日）の日付で Pakhuis 

rekening Japan 1855.（日本商館倉庫商品計算帳）（16）の付

録文書群 Bijlagen Pakhuis rekening Japan 1855.（17）に含

まれている Bijlaag No. 3（付録文書 3 番）に記している

（表 1 中のＥ 1 参照）。また、suiker（砂糖）・sapanhout

（蘇木）・peper（胡椒）等、本方荷物内の秤量品目に

ついては、同帳簿の Bijlaag No. 4（付録文書 4 番）に 9

月 28 日（8 月 18 日）付で記され（表 1 中のＥ 2 参照）、

その他、風袋の計量結果など詳細な数値を日付を改め

て付録文書に記録作成している。なお、誂物や脇荷物・

品代り荷物の荷改に関する史料は未詳である。

　本方荷物の「直組」がいつおこなわれたのか『安政

二年　萬記帳』には記されていないが、少なくとも 9

月 13 日の「砂糖風袋引」以降で 9 月 22 日の本方荷物

の入札日以前であったことには間違いないであろう。
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この「直組」によってオランダ商館と長崎会所との間

で取引がおこなわれ、ヘンリエッテ・エン・コルネリ

ア号とネーデルラント号が持ち渡った商品（本方荷物

の一部）が日本側に販売されたわけである。なお、オ

ランダ側史料の Komps rekening courant Japan 1855.（日

本商館本方勘定帳）（18）の付録文書群である Bijlagen 

Komps rekening courant Japan 1855.（19） には、10 月 31

日（9 月 21 日）の日付で本方荷物（Bijlaag No. 3）（表

1 中のＦ 1 参照）・将軍の注文品「御用御誂物」（Bijlaag 

No. 4）（表 1 中のＦ 2 参照）・紅毛船追売（Bijlaag No. 5）

（表 1 中のＦ 3 参照）・同臨時貰（Bijlaag No. 5）（表 1

中のＦ 3 参照）等の商品名・販売量・価格・価額がそ

れぞれ（　）内に示した付録文書に記されている。ま

た、樟脳を対価（輸出品）とする別段商法・別段持

渡りおよび新規の別段商法の荷物に関しては、それ

ぞれ Rekening van den Aparten Handel 1855.（別段商法

勘定帳）（20）（表 1 中のＦ 4 参照）と Rekening van den 

Nieuwen Aparten Handel 1855.（新規の別段商法の勘定

帳）（21）（表 1 中のＦ 5 参照）の借方に輸入商品名とそ

の販売量・価格・価額を、貸方には樟脳とその販売

量・価格・価額を 10 月 31 日（9 月 21 日）の日付で

記している。さらに、Kambang rekening courant Japan 

1855.（日本商館脇荷勘定帳）（22）の付録文書群である

Bijlagen Kambang rekening Japan 1855.（23） 内の Bijlaag 

No. 9（表 1 中のＦ 6 参照）には、10 月 31 日（9 月 21 日）

の日付で将軍の注文品「御用御誂物」以外の注文品に

ついて商品名・販売量・価格・価額が記されている。（24）

なお、これらの取引の記帳日となっている 10 月 31 日

（9 月 21 日）は出島商館の帳簿期末日である。

　また、脇荷物に関する取引史料の一部とみられ

る も の が あ る が（ Ｆ 7：Kambang rekening van den 

Gouvernement's Agent van den handel 1855.（政庁の貿易

代理人の脇荷勘定帳）（25）（日付無し））、詳細について

は第 4 章で考察する。

　上記した「御用御誂之品解出会所渡シ」は、7 月 12

日から 8 月 20 日にかけて頻繁におこなわれており、

御用御誂物が「解出」後、早急に長崎会所に運ばれて

いることがわかる。さらに、「御代官并町年寄所望之

品会所渡し」「町年寄所望之品会所渡」が 7 月 25 日か

ら 8 月 30 日にかけて、「願請砂糖会所渡」が 8 月 8 日

にそれぞれおこなわれているが、これらのことについ

ては、史料を含めて後述していく。

（5）入札・落札・荷渡（Ｇ参照）

　9 月 13 日から 22 日の間に行われたと思われる「直

組」によって、オランダ商館から長崎会所に販売され

た本方荷物や別段商法・別段持渡り・新規の別段商法

の荷物は、9 月 22 日に会所において日本商人（＝本

商人、落札商人）による入札がおこなわれた（卯四番

割）。脇荷物に関しては、それより前の 9 月 16 日から

18 日にかけて、品代り荷物に関しては、9 月 21 日に

入札がおこなわれた（卯三番割）。脇荷物や品代り荷

物に関しては 9 月 24 日より、本方荷物に関しては、9

月 25 日より順次、商人に荷渡され、10 月 16 日には終

了している。また、紅毛船追売や紅毛船臨時貰など「卯

五番割」の入札は 12 月 9 日から 11 日にかけておこな

われ、商人への荷渡しは 13 日におこなわれている。

　長崎会所において本商人が入札で購入した本方荷

物・脇荷物・品代り荷物、紅毛船追売や紅毛船臨時貰

等々の取引を「商人荷見せ」より「入札」終了（落札）

まで記した取引帳簿として「見帳」と称する史料が現

存している（表 1 中のＧ 2 ～ 4 参照）。この「見帳」は

商人側で作成されたものであり、荷見せ時点で取引さ

れる商品名と数量、商品の法量・特色などが記された。

さらに、その後におこなわれた長崎会所と本商人との

取引において入札がおこなわれ（なお、脇荷物に関し

てはオランダ人と本商人との取引）、入札上位三番札

までの価格と商人名がこの「見帳」に記入された。し

たがって、この「見帳」によって、本商人の内の誰が、

どの商品をいくらで入札・落札したか知ることができ

るわけである。また、「見帳」から商品の法量や特色

などの記事を除き、取引された商品名と数量、入札上

位三番札までの価格と商人名を記した「落札帳」も商

人側で作成されている（表中 1 のＧ 1 参照）。

　安政 2 年の取引については、以下の史料が現存して

おり、本稿では、その記載内容よりそれぞれ〔　〕内

の取引結果の記録として活用する。

〇「安政二年　落札帳」（慶応義塾大学文学部古文書

室所蔵永見家文書）：〔本方荷物の取引結果〕（表 1 中

のＧ 1 参照）

〇「安政二卯三番割　卯紅毛船脇荷物見帳」（長崎大

学附属図書館経済学部分館所蔵武藤文庫）：〔脇荷物の

取引結果〕（表 1 中のＧ 2 参照）

〇「安政二卯三番割　卯紅毛船品代り荷物見帳」（長

崎歴史文化博物館収蔵）：〔品代り荷物の取引結果〕（表

1 中のＧ 3 参照）

〇「安政二年卯五番割　在留卯壱番船追賣・卯紅毛船

追賣・御用残り・献上残り・商賣荷物・會所かこひ・

會所請込・召上物并大坂京召上・會所請込鮫・琉球産

物見帳」（長崎歴史文化博物館収蔵）：〔紅毛船追売・

紅毛船臨時貰・御用残りの取引結果〕（表 1 中のＧ 4

参照）

（6）献上・進物品と進物残品の販売（Ｈ参照）

　安政 2 年（1855）の日蘭貿易が一段落すると、オラ

ンダ商館では、翌年将軍に贈る献上品、老中以下幕府
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高官に贈る進物品の発送準備が始められた（12 月 13

日「献上反物二階卸シ」）。本方荷物の中から「撰取」

られた献上・進物品は全て反物類であった。この献上・

進物反物は、すでに荷揚の期間に「撰取疵改」がされ（7

月 17・19・20・22・24 日）、さらに「再見分」がすま

されていた（7 月 25 日・8 月 1・2・3 日）。

　周知の如く、オランダ商館長の江戸参府は、寛政 2

年（1790）の半減商売令にともなって 4 ヶ年目毎にお

こなうこととなり、安政 3 年（1856）は参府休年に当

たっていた。参府休年には阿蘭陀通詞が献上・進物品

を護送することになっており、この年は大通詞名村八

右衛門と小通詞荒木熊八とが担当した。（26）

　両参府休年出府通詞は、安政 3 年 1 月に江戸へ向け

て出立したと考えられる。参府休年出府通詞がオラ

ンダ人に代わって江戸へ持ち渡った献上・進物反物

と、参府の帰路における進物反物の残品の販売を集計

記録した史料として、1856 年 7 月 28 日（出島）付の

Geschenken en Jedosche Verkoop Japan 1856.（贈り物と

江戸売り帳）（27）を挙げることができる（表 1 中のＨ

参照）。この史料の日付は、恐らく、参府休年出府通

詞が長崎に帰りついた前後の日付と推測される。

　以上、表 1 に従って安政 2 年のオランダ船輸入品の

取引を中心に考察し、その過程内において作成された

現存する日蘭両取引関係史料（Ａ～Ｈ）を紹介してき

た。次章より本方荷物・誂物・脇荷物に分けて、それ

ぞれの取引の実態を本章で紹介した日蘭両取引関係史

料を分析・整理・照合の上、考察していきたい。

第 2章　本方荷物とその取引

　第 1 章で考察した日蘭貿易の取引過程内において作

成された、本方荷物の取引に関する現存の史料として

は、以下のものを挙げることができる。

Ａ：「送り状」＜ Factuur ＞

Ｂ：「提出送り状」＜ Opgegeven Factuur ＞

Ｃ 1：「積荷目録」＜「唐舟阿蘭陀差出帳」（某所所蔵）＞

Ｄ 1：「本方荷物」（反物）＜「安政二　卯紅毛船持渡

端物切本帳　扣」（長崎歴史文化博物館収蔵）＞

Ｄ 3：「本方荷物」（反物）の取引＜「安政二　卯三四

番割　卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」（長崎歴史

文化博物館収蔵）＞

Ｅ 1：「本方荷物」（反物）の荷改結果＜ Pakhuis 

rekening Japan 1855.（日本商館倉庫商品計算帳）

の付録文書群 Bijlagen Pakhuis rekening Japan 1855.

内、Bijlaag No. 3（付録文書 3 番）＞

Ｅ 2：「本方荷物」（秤量品目）の荷改結果＜同帳簿内、

Bijlaag No. 4（付録文書 4 番）＞

Ｆ 1：「本方荷物」の取引＜ Komps rekening courant 

Japan 1855.（日本商館本方勘定帳）の付録文書

群 Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855. 内、

Bijlaag No. 3（付録文書 3 番）＞

Ｆ 3：「紅毛船追売」・「紅毛船臨時貰」の販売＜同帳簿内、

Bijlaag No. 5（付録文書 5 番）＞

Ｆ 4：「別段商法」・「別段持渡り」の取引＜ Rekening 

van den Aparten Handel 1855.（別段商法勘定帳）＞

Ｆ 5：「新規の別段商法」の取引＜ Rekening van den 

Nieuwen Aparten Handel 1855.（新規の別段商法の

勘定帳）＞

Ｇ 1：「本方荷物」の取引＜「安政二年　落札帳」（慶

応義塾大学文学部古文書室所蔵永見家文書）＞

Ｇ 4：「紅毛船追売」・「紅毛船臨時貰」の取引＜「安政

二年卯五番割　在留卯壱番船追賣・卯紅毛船追賣・

御用残り・献上残り・商賣荷物・會所かこひ・會

所請込・召上物并大坂京召上・會所請込鮫・琉球

産物見帳」（長崎歴史文化博物館収蔵）＞

Ｈ：「 献 上・ 進 物 品 」・「 進 物 残 品 」 の 販 売 ＜

Geschenken en Jedosche Verkoop Japan 1856.（贈り

物と江戸売り帳）＞

　以下、上記の史料を順次突き合わせ、安政 2 年の本

方荷物をめぐる取引の実態を明らかにしていきたい。（28）

（1）「差出和解」・「積荷目録」

　まず、6 月 25 日に「差出和解」がおこなわれ「積

荷目録」が作成されるまでをみていきたい。本方荷物

に限って、Ａ：「送り状」Factuur、Ｂ：「提出送り状」

Opgegeven Factuur、Ｃ 1：「積荷目録」（「唐舟阿蘭陀差

出帳」）を突き合わせたものが表 2 である。

　考察に入る前に表 2 について、次のことを注記事項

として掲げておく。

・本表では、各商品の品目は、Ｂ：「提出送り状」

Opgegeven Factuur に記されている順に並べた。

・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭

文字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・オランダ側史料で用いられている do.、〃（＝同）、

日本側史料で用いられている「同」は、それに相当す

る単語を記した。

・数字は基本的に算用数字で記した。

○この表 2 作成によって、安政 2 年の本方取引の荷物

としてオランダ側から提示された品々に関する日蘭の

品目名と数量、ならびにバタヴィアでの仕入値が明ら

かになる。

〇また、Ａ：「送り状」に記された品物が全て本方取

引の商品として提示された訳ではなく、選択の上、提

出されていることがわかる。

〇 <9>：Ａ：「送り状」に '50 ps. Turksche hamans'、Ｂ：

「提出送り状」に '50 〃（=stukken） Roode Haman' と記
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表 2　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）本方荷物の輸入
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載されているが、Ｃ 1：「積荷目録」にはそれに相当す

る品目と数量が記されていない。これは、『安政二年

　萬記帳』の 6 月 27 日の記事に、

一当年本方荷物之内赤金巾五拾反差出和解ニ書落

候届書半切弐通長嵜会所詰所江石橋庄次郎持参

津田虎次江相渡ス（29）

とあることより、単純に記載ミスであったことがわ

かる。なお、この記載ミスは、オランダ側史料のＢ：

「提出送り状」Opgegeven Factuur に、'50 〃（=stukken） 

Roode Haman' の記事が後から追加されているように

みえることから（図 4 参照）、「書落」はオランダ側の

問題であったかもしれない。

〇 <16>：platlood uit de manufactuur kisten（反物用の

箱から〔取った〕平たい鉛）は、日本側で「荷包鉛」

と訳されるが、これは、染織品の包装に用いられた鉛

が、Ｃ 1「積荷目録」にはそれに相当する品目と数量

が記されていない。この点については未詳であり後考

を俟つこととしたい。（なお、後掲するが、表 5 にみ

られるように、その後、本方取引では取引されている。）

〇本方荷物の品物は、<1> ～ <9> 染織品（<1> ～ <4>

毛織物・<5> ～ <9> 綿織物）・<10> 象牙・<11> 丁子・

<12> 胡椒・<13><23> 錫・<14><18><22> 蘇木・<15>

砂糖・<16> 荷包鉛・<17> 銀銭・<19> 水銀・<20> 紫檀・

<21> 肉豆クであり、従来と特に変わった品目はみら

れない。

（2）「荷改」

　6 月 25 日に「差出和解」がおこなわれた翌日 26 日

より荷揚が開始され、順次荷改がおこなわれたが、表

2 のＡ：「送り状」Factuur に示した本方荷物の荷改

結果については、第 1 章で考察したように、反物類

については、Ｅ 1：Pakhuis rekening Japan 1855.（日本

商館倉庫商品計算帳）の付録文書群 Bijlagen Pakhuis 

rekening Japan 1855.内のBijlaag No. 3（付録文書3番）に、

秤量品目については、Ｅ 2：同帳簿内の Bijlaag No. 4（付

録文書 4 番）によって確認することができる。

　毛織物類（表 1 の <1> ～ <4>）では、荷改でそれぞ

れ若干寸法が短く記録されているが、反数には変更は

なかった。また綿織物類（表 1 の <5> ～ <9>）では、

<5>taffachelassen ordinair がＡ：「送り状」の合計では

400反であったが、荷改で 500反と記録され、その他は、

Ａ：「送り状」の記録通りの反数であった。

　秤量品目（表 1 の <10> ～ <23>）について、Ａ：「送

り状」の数量は全て正味（netto）で記されているが、

荷改の記録は、品目によって正味（netto）で記される

品と風袋込み（bruto）で記される品があり、必ずし図 4　安政 2年の提出送り状

が荷ほどきされた後

に残ったものであ

る。したがって、Ａ：

「送り状」に記載は

されず、Ｂ：「提出

送り状」には商品名

だけで、数量は記さ

れていないわけであ

る。

〇 <23>： 新 規 の

別 段 商 法（voor 

den nieuwen aparten 

handel）の品物 '700 

pikols Banka tin' は

Ｂ：「提出送り状」

には記されている
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もＡ：「送り状」の数量と一致しない。そこで、Ａ：「送

り状」の記録と共に、荷改の記録を併せて示したもの

が表 3 である。この表 3 からわかるように、<10>（Ｎ）

olijphantstanden と <12>（Ｈ）peper が荷改によって若

干量が多く記録された以外は減量となっていた。

（3）「切本帳」

　荷揚や荷改などと並行して、輸入品は目利による見

分がおこなわれたが、反物類に関しては、反物目利に

よって見分がおこなわれた。第 1 章で述べたように、

見分の際には反物から「手本取」がされ、その「手本

取」された裂を貼り付けて「切本帳」が作成された。

安政 2 年の本方荷物の反物目利作成「切本帳」はＤ 1：

「安政二　卯紅毛船持渡端物切本帳　扣」である。ま

た、商人によって作成されたものがＤ 3：「安政二　

卯三四番割　卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」であり、

両切本帳の品目名を照合し、それに裂の貼付枚数を示

したものが表 4 である。なお、この表 4 では、後述す

るオランダ側の販売記録である表 5 で示すＦ 1：「本

方荷物」の取引＜ Komps rekening courant Japan 1855.

（日本商館本方勘定帳）の付録文書群 Bijlagen Komps 

rekening courant Japan 1855. 内、Bijlaag No. 3（付録文書

3 番）＞の商品名を照合して示している。

　表 4 で「花色同（＝大羅紗）」が日本側に販売され

ていないが、この商品は全て残品とされ、翌年の献上・

進物品および、進物残品の販売に使用されている。

（4）「直組」・「入札」

　本方取引される商品（本方荷物）については、荷揚・

荷改・目利見分・大改等がすまされた後、出島商館と

長崎会所との間で取引がおこなわれ（「直組」）、長崎

表 3　秤量品目の荷改め結果
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会所によって一括購入された。その後、長崎会所にお

いて本商人に対しての入札がおこなわれた。

　本方荷物に関して上記のＦ 1：Komps rekening 

courant Japan 1855.（日本商館本方勘定帳）の付録

文 書 群 Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855.

内、Bijlaag No. 3（付録文書 3 番）、Ｆ 4：Rekening van 

den Aparten Handel 1855.（別段商法勘定帳）、Ｆ 5：

Rekening van den Nieuwen Aparten Handel 1855.（新規

の別段商法の勘定帳）とＧ 1：「安政二年　落札帳」を

照合したものが表 5 である。表 5 について考察に入る

前に、次のことを注記事項として掲げておく。

・本表では、各商品の品目はＧ 1：「安政二年　落札帳」

に記されている順に並べた。

・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭

文字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・オランダ側史料で用いられている id. 〃（＝同）、日

本側史料で用いられている「同」は、それに相当する

単語を記した。

・数字は基本的に算用数字で記した。

○この表 5 作成によって、安政 2 年の本方荷物の取引

の実態を解明することができる。すなわち、出島商館

と長崎会所との間で取引された商品名と数量、価格・

価額、および、その後、それらの商品を長崎会所で本

商人のうち誰がいくらで購入したか、その価格と数量

が明らかになる。

○各商品に関して、出島商館が長崎会所に販売した価

格（α : 販売価格）と長崎会所において本商人が落札

した価格（β : 落札価格）がわかることより、長崎会

所が各商品において単価にして何倍の収益を得ていた

かが判明する（ ）。すなわち染織品では、毛織物が

2.3 ～ 6.1 倍、綿織物が 1.3 ～ 4.4 倍を示しており、秤

量品目では、1.8 倍の胡椒から 18.7 倍の蘇木まで各商

品によって様々な倍率を示していることがわかる。各

商品の落札価額を算出して出島商館側の販売価額を引

けば長崎会所における商品ごとの収益を得られるかに

思えるが、残念ながら史料上、出島商館側の販売数量

と商人落札数量が若干異なることや、毛織物類（大羅

紗・ふらた・呉羅服連）の落札価格が反ではなく長さ

（「間」）で記されているため正確な計算をすることが

できない。

　しかし、「錫」が他の商品に比べて落札価額が非常

に高く、4,000 貫目以上の収益をだしていることは確

表 4　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）本方荷物（反物類）
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かであり、安政 2 年において、長崎会所にとって利鞘

の大きい商品として位置付けることができる。

○視点をオランダ側に移し、出島商館が本方取引でど

れくらいの収益を各商品からあげていたかについて

は、各商品の仕入値と長崎会所に販売した価格の差を

みることによって、単価における倍率を確認すること

ができる。Ａ：「送り状」より各商品の仕入値を算出

して表 5 で得た販売価格と比較して示したのが表 6 で

ある。この表からわかるように比較できる 32 項目の

中で、黒字が 19 項目、赤字が 12 項目、同価格が 1 項

目である。先の研究である天保 15 年（1844）時には、

ほとんどの商品が赤字販売であり、かろうじて 1 倍を

超える品物が「色呉羅服連」「上奥嶋」「皿紗」「弁柄

皿紗」「本国皿紗」「錫」「胡桝」「上品砂糖」であり、

｢丁子 ｣が 2.7 倍を示している程度であったことに比べ

るとかなりの収益が見込まれていることがわかる ｡（30）

（5）「紅毛船追売」・「紅毛船臨時貰」

  本方荷物の内、「卯五番割」（入札：12 月 9 日～ 11 日、

荷渡：13 日）で取引された「紅毛船追売」・「紅毛船

臨時貰」について、日蘭の取引史料（Ｆ 3：Komps 

rekening courant Japan 1855.（日本商館本方勘定帳）の

付録文書群 Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855.

内の Bijlaag No. 5（付録文書 5 番）と、Ｇ 4：「安政二

年卯五番割　在留卯壱番船追賣・卯紅毛船追賣・御用

残り・献上残り・商賣荷物・會所かこひ・會所請込・

召上物并大坂京召上・會所請込鮫・琉球産物見帳」）

を照合すると表 7 のようである。オランダ側史料よ

り、これらの品は、uitschot（粗悪品）と称されている。

確かに表 5 でみられる取引に比べてオランダ側は日本

に対して suiker（砂糖）、sapanhout（蘇木）は販売価

格は低い。（platloot（荷包鉛）に関しては、同価格で

ある。）しかし、長崎会所で本商人が落札した価格は、

砂糖と荷包鉛はほぼ同じであったが、蘇木に関しては、

1.2 ～ 1.3 倍で落札されている。uitschot（粗悪品）であっ

ても、日本市場では通常の商品と同等もしくはそれ以

上に扱われていたことがわかる。

（6）「献上・進物品」・「進物残品の販売」

　第 1 章で考察したように、安政 2 年の日蘭貿易が終

了し、翌安政 3 年に参府休年出府通詞によって江戸に

持ち渡られた献上・進物品は、全て安政 2 年にオラン

ダ船が輸入した反物類であった。この献上・進物品と

参府の帰路に販売された進物残品の価格・価額につい

てＨ：Geschenken en Jedosche Verkoop Japan 1856.（贈

り物と江戸売り帳）に従って示すと表 8 のようになる。

　この表で注意を要することは、進物残品の販売価格

が、前年度、出島商館が長崎会所に販売した価格に概

ね基づいてはいるが、rood haman（尺長赤金巾）が 0.84

倍とやや安価になっていることである。参府帰路にお

いてこの反物に対する評価が長崎売よりも低かったわ

けであるが、その理由については今後の課題としてお

きたい。

　以上、本方荷物の取引をみてきたが、本方荷物の内

「銀銭」は、表 1 に示したように荷揚の 2 日目にあた

る 6 月 27 日に「銀銭〔三千五百〕（中略）会所役人江

相渡」とあるように、早々に長崎会所に渡されている。

「銀銭」は入札で商人に販売されるものではなく、オ

ランダ商館の日常経費にあてるために持ち渡られたも

のであった。なお、「銀銭」は日本で貨幣改鋳の素材

とされた。（31）

　また、砂糖について、第 1 章で「風袋引」について

ふれたが（9 月 6 日・12 日・13 日）、「風袋引」以前

の 8 月 8 日に「願請砂糖会所渡」がおこなわれている。

「願請」は長崎地役人による優先的な購入といわれて

いる。中村質氏によると、

奉行以下の幕吏や、代官・町年寄以下唐蘭通詞や

長崎会所請払クラスの以上の上級地役人には、幕

府「御用物」に準じて、役料などのほかに、「除き物」

と称しその地位に応じて毎年一定の輸入品の優先

的購入権が認められていた（中略）。奉行は「御

調」、御勘定方・普請役は「御求」、奉行家中らの

「御所望」、地下役人の場合は「願請」と名称は区々

であるが、（後略）（32）

とのことである。安政 2 年の場合、日本側に供給さ

れる本方荷物の中の「除き物」（ligting）は砂糖の

24,500 斤であり、これが「願請砂糖」に相当するもの

であった。なお、この「願請砂糖」の販売代銀は「日

本商館脇荷勘定帳」で処理されている。（33）

第 3章　誂物とその取引

　近世後期の日蘭貿易における誂物は、上述したよう

に、将軍をはじめとする幕府高官、長崎地役人等によっ

て、オランダ船に注文されたものの持ち渡り品であっ

た。近世前期におけるオランダ船の注文品持ち渡りに

ついては、岩生成一氏が述べられているように、

十七世紀の初期日蘭貿易が開始されてから、年々

平戸や長崎に入港したオランダ船は、多量の通常

正規の輸入物資の外、将軍、大名、その他の要路

の大官や関係者の注文に応じて動植物、珍奇な器

具や、さては書籍絵画なども輸入したが、（後略）（34）

といわれている。そして、19 世紀前半には、将軍や

老中・長崎奉行・代官・町年寄等の注文を阿蘭陀通詞

が注文書作成の上に発注して、バタヴィア政庁が用意

する「誂物」としての取引として翌年以降にもたらさ
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表 5　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）本方荷物の取引
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表 6　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）本方荷物の仕入値と販売価格　
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れるようになっていた。このような「誂物」に関する

システムのはじまりについては今のところ未詳といわ

ざるをえないが、宝暦期（1751 ～ 1764）には既にお

こなわれていたようである。（35）

　「誂物」は、前年度に発注されたものが全て翌年持

ち渡られるとは限らず、持ち渡られるまで何度も注文

が繰り返されることもあった。この「誂物」は、個人

的な要求にもとづいていたとはいえ、当時の日本人の

具体的な需要や好みを知ることができ、また日蘭の需

給関係の一端を知ることができる。なお、当時の「誂

物」は政庁がもたらす本方荷物であり、出島商館では、

将軍の誂物である「御用御誂物」の取引は本方勘定で

処理され、それ以外の幕府高官や長崎地役人等の「誂

物」の取引は脇荷勘定で処理されていた。

　安政 2 年の誂物に関しても前年に発注されており、

現存する前年度の阿蘭陀通詞作成の注文書に従って、

拙訳を付して示すと表 9 のようである。「御用御誂物」

（＝将軍の注文）は、染織類（絹織物（海黄）と綿織物（更

紗・奥島・金巾））と香（伽羅）・暦・天文学書からなっ

ている。また、長崎奉行の注文は、毛氈と短筒、阿蘭

陀通詞の注文は、文房具類である。他に誂物としての

注文書が存在していたかどうかは未詳であるが、後述

するように、安政 2 年には、Fidsen（鍋島肥前守直正カ）

と Satsuma（島津 摩守斉彬カ）に宛てた誂物ももた

らされている。また、前年度には長崎地役人の注文書

も存在するが、安政 2 年時の「誂物」の取引には記さ

れていない。この長崎地役人の注文品に関しては後述

する。

　バタヴィアでは表 9 の注文書を受けて、翌年の日本

向け「誂物」を用意したと考えられる。安政 2 年の「誂

物」の取引に関して、第 1 章で考察した日蘭貿易の取

引過程内において作成された現存の史料としては、以

下のものを挙げることができる。

Ａ：「送り状」＜ Factuur ＞

Ｂ：「提出送り状」＜ Opgegeven Factuur ＞

Ｃ 2：「積荷目録」＜「嘉永七寅年 唐紅毛差出」（神戸

市立博物館所蔵）＞

Ｆ 2：「御用御誂物」の販売＜ Komps rekening courant 

Japan 1855.（日本商館本方勘定帳）の付録文書

群 Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855. 内、

Bijlaag No. 4（付録文書 4 番）＞

Ｆ 6：「御用御誂物」以外の「誂物」の販売＜ Kambang 

rekening courant Japan 1855.（日本商館脇荷勘定帳）

の付録文書群 Bijlagen Kambang rekening courant 

Japan 1855. 内、Bijlaag No. 9（付録文書 9 番）＞

Ｇ 4：「御用残り」の取引＜「安政二年卯五番割　在留

卯壱番船追賣・卯紅毛船追賣・御用残り・献上残

り・商賣荷物・會所かこひ・會所請込・召上物并

大坂京召上・會所請込鮫・琉球産物見帳」（長崎

歴史文化博物館収蔵）＞

当然、荷改めもおこなわれていたと考えられるが、荷

改め結果を記す史料はいまのところ未詳である。なお、

第 1 章で考察したように「御用御誂之品解出会所渡シ」

が 7 月 12 日から 8 月 20 日にかけて頻繁におこなわれ

ており、「御用御誂物」が「解出」後、早急に長崎会

所に運ばれていたことがわかる。

　以下、上記のＡ～Ｇ 4 の史料を順次突き合わせ、安

政 2 年の誂物をめぐる取引の実態を明らかにしていき

たい。

　まず、6 月 25 日に「差出和解」がおこなわれて「積

荷目録」が作成され、さらに販売されるまでをみてい

きたい。誂物に限って、Ａ：「送り状」Factuur、Ｂ：

「提出送り状」Opgegeven Factuur、Ｃ 2：「積荷目録」

（「嘉永七寅年 唐紅毛差出」）、Ｆ 2・6：「売上計算書」

Verkooprekening を突き合わせ一覧表にしたものが表

10 である。

　考察に入る前に表 10 について、次のことを注記事

項として掲げておく。

・本表では、各商品の品目は、Ｂ：「提出送り状」

Opgegeven Factuur に記されている順に並べた。

・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭

文字は、地名は大文字とし、その他は小文字で記した。

・オランダ側史料で用いられている idem、id.、dito、

〃（＝同）、日本側史料で用いられている「同」は、

それに相当する単語を記した。

・数字は基本的に算用数字で記した。

・Ｂ：「提出送り状」に記されている誂物の受取人は、

以下のように考えられる。

　Z: M: den Keizer ～十三代将軍徳川家定

　Z: M: den Landsheer van Fidsen ～	佐賀藩主鍋島肥前

守直正カ

　Z: M: den Landsheer van Satsuma ～	 摩藩主島津 摩

守斉彬カ

○表 9 で示した前年度の注文品に対して、「御用御誂

物」については、染織類では更紗の持ち渡りはなかっ

たが、その他の綿織物（奥島・金巾）や絹織物（海黄）

の持ち渡りがみられる。また、「伽羅」や「天文学書」

などの持ち渡りはなかったが、「暦」や「雑誌」の持

ち渡りがあった。

○長崎奉行の荒尾石見守（成允）の「毛氈」と「短筒」

の注文に対して、表 10 には記さなかったが、「毛氈」

に関しては次のことがいえる。すなわち、「日本商館

脇荷勘定帳」の付録文書 10 番（1855 年 10 月 31 日付）

には、出島商館のためにもたらされた tapijt（毛氈）1

枚が、阿蘭陀通詞の依頼で長崎奉行のために 180 カン

バンテールで売り渡されたことが記されており、これ
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が荒尾の注文品に相当するものと考えられる。（36）な

お、「短筒」に関する記録はみられない。

○阿蘭陀通詞の注文に対しては、ほぼ満たされている。

○仕入値に対する売値の割合については、仕入値が

わかる「白金巾」、「海黄」、'batterij kist'（備砲箱）の

3 品目に限られるが、「白金巾」1.19 倍、「海黄」0.15

倍、'batterij kist'（備砲箱）2.29 倍である。この内、「海

黄」が非常に安く取引されているが、「海黄」は、当時、

日本側の需要に応えるための特別な品物であり、出島

商館にとっては赤字覚悟の持ち渡り品であった。（37）

　11 年前の天保 15 年（1844）の事例では、「釼付筒」

が 1 丁 14.9 カンバンテール（50 丁）の販売で、仕入

値に対して売値が 62.61 倍を示していた。（38）このこ

とから考えて、おそらく安政 2 年の「釼付筒」（1 丁

28.0 カンバンテール、6,000 丁）によってもかなりの

収益が得られていたと推測される。

○誂物の品目としては、染織類・暦・雑誌・武器と武

器関係の道具類などからなっているが（阿蘭陀通詞の

表 7　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）本方荷物（粗悪品）の取引

表 8　安政 3年（1856）の献上・進物品と進物残品の販売
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誂物は文房具類）、数量としては、武器関係の品が圧

倒的に多いことが注目される。天保 15 年時の誂物を

考察した際には、

この時期（幕末期）、日本側は「誂物」としての

取引枠を使って、軍事関係の書籍や武器、および

武器関係の道具や部品などを中心に品数を絞り、

早期に入手していたことが具体的に判明する。こ

れは、まさにアヘン戦争の詳報を受けて幕閣が洋

式砲術採用に取り組んだあらわれといえよう。（39）

との考えに至ったが、開国後の安政 2 年時においても、

「釼付筒　六千丁　但し小道具類添」に象徴されるよ

うに、軍備の強化が進められていたことがわかる。特

に、釼付筒 6,000 丁の内、3,000 丁が佐賀藩主鍋島直

正の購入によるものであったことは長崎警備の増強を

物語るものであろう。（40）

○阿蘭陀通詞が前年度に注文した品目はＡ：「送り状」

より持ち渡られていることが確認されるが、Ｂ：「提

出送り状」・Ｃ 2：「積荷目録」・Ｆ 2・6「売上計算書」

等には一切記されていない。通詞という日蘭双方の間

に立って通訳官兼商務官という特権より「誂物」と

いう取引を通して利益を得ていたと考えられる。（41）

なお、前年の阿蘭陀通詞の注文書の表紙 'De eisch van 

het Tolken Collegie voor het aanstaande jaar 1855.' の 'De 

eisch' と 'van' の間に別筆（恐らくオランダ人であろう）

の鉛筆書きで 'in geschenk' と記されている。これを訳

すと「来たる 1855 年に向けての通詞仲間の贈物とし

ての注文」（下線は筆者）となり、通詞への「誂物」

は取引商品ではなくオランダ人からの贈物であった可

能性が高い（図 5 参照）。

○次に、上述したように近世後期の誂物は将軍をはじ

めとする幕府高官、長崎地役人等によってオランダ船

に注文されたものの持ち渡り品であった。管見の限

り、天保 13 年（1842）までは「誂物」の取引に町年

寄等長崎地役人の名前は記されている。（42）天保 14 年

図 5 1855 年向け阿蘭陀通詞の注文書

については、「誂

物」に関するオラ

ンダ側史料は残さ

れていないが、日

本側史料の「雑記」

（国文学研究資料

館所蔵常陸国土浦

土屋家文書）には、

「積荷目録」の誂

物リストと脇荷リ

ストの間に、「年

寄誂之品心當テ」

として「釼付筒　

二百挺」「火打石

　三千」「袂時計

　壱組」が記され
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表 9　安政 2年（1855）向け誂物の注文
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ている。「心當テ」は「見計らい〔品〕」といった意味

合いと考えられることから、この時点において、「年

寄誂之品」は「誂物」取引の枠を外れたのであろう。

そして、天保 15 年には、長崎地役人の「誂物」の取

引は阿蘭陀通詞を除いて一切記されていない。上記の

注目点でも記したように、おそらくこの時期（幕末期）

になると、「誂物」の取引枠を使って幕府が軍事関係

の品々を入手することに努めるようになったためと考

えられる。（43）

　『安政二年　萬記帳』の 6 月 29 日の記事には、年番

通詞が御検使に対して「町年寄誂」の「塩硝壱桶」の

取り扱いについて記しているところがあるが、その中

で次のように説明している。

（前略）右（＝塩硝壱桶）者先年咬 吧役所 町年

寄誂之品差越候節者差出和解之節一同認差出申候

得共、天保之末 右之義相止其後者脇荷掛り筆者

阿蘭陀人請持年々持渡申候様相成脇荷物之内江詰

込持渡別段御届者不申上候間（後略）（44）

「町年寄誂」の「塩硝」は、以前はバタヴィア政庁

からもたらされる「誂物」として「差出和解」の際

に積荷目録に記されて提出されていたが、「天保之

末」よりそれが中止となり、「脇荷掛り筆者阿蘭陀人」

（pachter、賃借人）がそれを受け持ち、脇荷物の中に

いれて持ち渡ったため、特別に届け出る必要はなく

なったということである。すなわち、町年寄の「誂物」

は「天保之末」に中止となりその分は賃借人が受け持

ち、脇荷物の中に組み込まれることになったのである。

ここでいっている「天保之末」とは、天保 14 年を指

すのであろう。『安政二年　萬記帳』には、後日（九

月五日）この塩硝について、「町年寄所望之焔硝」と

表記している。「町年寄誂」の「塩硝」は「誂物」で

はなく「所望品」扱いとなっている。また、表 1 から

わかるように、「御代官并町年寄所望之品会所渡し」

や「町年寄所望之品会所渡」が 7 月 25 日から 8 月 15

日にかけて頻繁におこなわれており、地役人の注文が、

「所望品」として扱われていることがわかる。

　筆者は、先の拙稿で、「なおこれ以降（＝天保 15 年

以降）、誂物の取引から阿蘭陀通詞を除いて長崎地役

人が姿を消したか否かについては、今後の課題とした

い。」（45）としていたが、天保 14 年より町年寄等長崎

地役人の「誂物」は中止となり、脇荷物の中の「所望

品」の枠で取引されることとなったわけである。

　安政 2 年の前年には、長崎地役人等の注文書として De 

eisch van de Wel Edel Heeren Rentemeester, Kommissaris 

der Geldkamer en Opperburgemeesters voor het aanstaande 

jaar 1855.（来たる 1855 年に向けての代官、長崎会所

調役、町年寄の注文）（46）が作成されており、この中

には、「代官 高木作右衛門様用」10 品目、「長崎会所

調役 福田猶之進様用」24 品目、「長崎会所調役 久松

土岐太郎様用」14 品目、「町年寄 高嶋作兵衛様用」30

品目、「町年寄 後藤道太郎様用」9 品目、「町年寄 久

松善兵衛様用」23 品目の注文がされているが、これ

らは全て「誂物」ではなく「所望品」としてオランダ

側に発注し、賃借人によって脇荷物の中に持ち渡られ

ることを期待していたわけである。注文書の表紙には、

オランダ人の筆跡と思われる綴り（鉛筆書き）で、'1 

exemplaar aan den pachter afgegeven.'「賃借人に 1 部を

手渡す。」とあり、上記のことを裏付けるものといえ

よう（図 6 参照）。

　なお、「所望品」については、次章で考察していく。

  本章の最後の課題として、「御用残り」の取引につい

て記しておきたい。この「御用残り」すなわち「御用

御誂物」の中から長崎会所で売りにだされたものの取

引については、Ｇ 4：「安政二年卯五番割　在留卯壱

番船追賣・卯紅毛船追賣・御用残り・献上残り・商

賣荷物・會所かこひ・會所請込・召上物并大坂京召

上・會所請込鮫・琉球産物見帳」の「御用残り」の

記事によってわかる。ここでは、上記のＦ 2：Komps 

rekening courant Japan 1855.（日本商館本方勘定帳）の

付録文書群 Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855.

内の Bijlaag No. 4（付録文書 4 番）に照合する形で表

11 として示しておく。

　この表 11 からわかるように、「海黄」・「奥嶋」・「金

巾」では、「御用御誂物」になったものの 16 ～ 42％

が売りに出されている。また、「御用御誂物」として

購入された価格に対して、「御用残り」としての売り

は、「海黄」で 1.8 ～ 2.1 倍、「奥嶋」で 3.3 ～ 4.2 倍、「金

巾」で 3.5 倍であったことがわかる。なお、「御用残り」

として「更紗」が 17 端売りに出されているが、この

ことについては未詳である。

図 6　1855 年向け長崎地役人の注文書
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表 10　安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）誂物の取引

表 11　安政 2年（1855）御用残りの取引
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第 4章　脇荷物とその取引

　脇荷貿易はそのはじまりである 17 世紀より、オラ

ンダ商館長以下の館員や船員の役得として許された私

貿易品の取引であった。しかし、その継続については、

常に問題がつきまとっていた。文政 9 年（1826）に新

出島商館長として来日したヘルマン・フェリックス・

メイラン G. F. Meijlan は、1818 年（文政元）の規程

で定められた脇荷貿易の制限高（40,000 グルデン）が

全く守られていない結果、日本市場にもバタヴィア市

場にも商品（脇荷物）があふれ数々の弊害をもたらし

ていることを指摘した。しかし、脇荷貿易を全て禁止

すると、これにより利益を得ている日本人だけでなく、

給料の不足分をもっぱらこの貿易にたよっているオラ

ンダ商館員からも反撥を招くとして、日本にいる館

員の間で個人貿易協会 Particuliere Handelsociëteit を設

立して一括運営をおこなうことを計画し、文政 10 年

（1827）から同 12 年（1829）にかけて 3 年間実施した。

結局オランダ商館内部の対立・抗争により 1830 年に

個人貿易協会は廃止となり、1818 年の規程に復すこ

とになった。（47）

  その後、天保 6 年（1835）になると、オランダ商館

長以下の館員や船員等の私貿易関与・参加は排除され、

脇荷貿易はバタヴィア政庁によって決められた賃借人

pachter により独占的におこなわれることになる。（48）

この賃借人による脇荷貿易は 1854 年（嘉永 7）まで

つづいたが、政庁と賃借人との間で結ばれた契約の満

期を迎える前年の 1855 年（安政 2）、オランダ国王の

裁可をへて賃借人の脇荷貿易は解約され、政庁主導の

もとで脇荷貿易がおこなわれることになった。しかし、

1853・1854 年に賃借人であったランヘ J. R. Lange が、

政庁によって今までの業績が評価され、政庁の貿易代

理人 Gouvernements-handelsagent として脇荷貿易を担

当することになった。（49）

　このような経緯を経て安政 2 年（1855）の脇荷貿易

はおこなわれた。
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　安政 2 年の脇荷貿易に関しては、まず前年嘉永 7

年（1854）に日本側からオランダ側に発注された阿蘭

陀通詞作成の注文書 De eisch van de Kambang goederen 

voor het aanstaande jaar 1855.（来たる 1855 年に向けて

のカンバン荷物〔脇荷物〕の注文）（50）を挙げること

ができる。本史料を拙訳を付して示すと表 12 のよう

である。ここにみられるように、日本側は、ガラス器、

陶磁器、絵画、遠目鏡、時計、皮等を注文しているの

みである。後掲（表 18）の安政 2 年に取引された脇

荷物のリストから推して、この注文書は、日本側にとっ

て特に要望の強い品物について記したものではないか

と考えられる。また、薬品類に関しては、表 13 に示

したように、「警告」書 Waarschuwing（51）が出されて

いる。

　安政 2 年に政庁の貿易代理人ランヘが持ち渡った脇

荷物は、従来と同様、脇荷取引の品と脇荷取引以外の

取引の品からなっていた。脇荷取引以外の取引の品の

中には、第 3 章で考察した長崎地役人等の「所望品」

も含まれていた。また、この中には「品代り」と称す

る荷物も含まれていた。この「品代り荷物」の取引は

オランダ側で ruilinghandel、ruilhandel（交換貿易）と

呼ばれ、前年度までは賃借人が持ち渡った品物を日本

側（長崎会所）が銀立てで購入し、対価となる商品を

日本側（長崎会所）が賃借人に渡した取引であった。

すなわち、本方荷物と同じように長崎会所が賃借人よ

り「直組」の上で購入し、それを会所が本商人に入札

販売したものと考えられる。（52）

　安政 2 年の「品代り荷物」に関しても、前年に阿蘭

陀通詞によって注文書 De eisch van den Ruiling handel 

voor het aanstaande jaar 1855.（来たる 1855 年に向けて

の交換貿易〔品代り〕の注文）（53）が作成されている。

本史料を拙訳を付して示すと表 14 のようである。こ

こにみられるように、日本側は、染織品と薬品類を非

常に詳細に注文していることがわかる。また、「琥珀」

barnsteen については、表 15 に示したように、「警告」

書 Waarschuwing（54）を出し持ち渡りを禁じている。し

かし、後述するように安政 2 年には「品代り荷物」と

して「琥珀」は持ち渡られ取引されている（表 16・

18 参照）。

　バタヴィアでは、ランヘを中心に表 12 ～ 15 の注文

書および警告書を受けて、安政 2 年の日本向け「脇荷

物」を用意したと考えられる。安政 2 年の脇荷物の取

引に関して、第 1 章で考察した日蘭貿易の取引過程内

において作成された現存の史料としては、以下のもの

を挙げることができる。

Ｃ 1：	「積荷目録」＜「唐舟阿蘭陀差出帳」（某所所蔵）＞

Ｃ 2：	「積荷目録」＜「嘉永七寅年　唐紅毛差出」（神

戸市立博物館所蔵）＞

Ｄ 2：	「品代り荷物」（反物）＜「安政二年　卯紅毛船

弐艘品代切本帳」（鶴見大学図書館所蔵）＞

Ｄ 3：	「品代り荷物」（反物）の取引＜「安政二  卯三四

番割  卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」（長崎歴史

文化博物館収蔵）＞

Ｇ 2：	「脇荷物」の取引＜「安政二卯三番割　卯紅毛船

脇荷物見帳」（長崎大学附属図書館経済学部分

館所蔵武藤文庫）＞

Ｇ 3：	「品代り荷物」の取引＜「安政二卯三番割　卯紅

毛船品代り荷物見帳」（長崎歴史文化博物館収

蔵）＞

Ｆ 7：	「政庁の貿易代理人の脇荷勘定帳」＜ Kambang 

rekening van den Gouvernement's Agent voor den handel 

1855.（政庁の貿易代理人の脇荷勘定帳）＞

　安政 2 年にランヘが日本へ持ち渡る脇荷物に関し

て、バタヴィアで作成されたと思われる「申告書」

Opgave や「送り状」Factuur 等は残念ながら未詳であ

る。しかし、6 月 25 日に「差出和解」がおこなわれ「積

荷目録」が作成されたが、この時の脇荷物の「積荷目

録」の写しとして、Ｃ 1：「唐舟阿蘭陀差出帳」内の安

政 2 年の「脇荷物差出し・脇荷物」のリスト、および

Ｃ 2：「嘉永七寅年 唐紅毛差出」内の安政 2 年の「同（＝

夘阿蘭陀船）脇荷物・品代り・紅毛脇荷物」のリスト

を挙げることができる。両史料を一覧表にして示すと

表 16 のようであるが、両史料共に写しであり、商品

項目数と数量に若干の相違がみられる。なお、Ｃ 1・

Ｃ 2 共に後半のリスト（Ｃ 1 では「脇荷物」のリスト、

Ｃ 2 では「紅毛脇荷物」のリスト）が薬種類であるこ

とより、前半のリスト（Ｃ 1 では「脇荷物差出し」の

リスト、Ｃ 2 では「同脇荷物」のリスト）内の「薬種

類」50 箱の内訳ではないかと考えられる。（Ｃ 2 の「紅

毛脇荷物」のリストの奥付の日付が「差出和解」の翌

日（六月廿六日）になっている。）

　従来の脇荷物の取引が踏襲されていたとすれば、日

本に来航したランヘは、全ての脇荷物を長崎会所に知

らせ、脇荷取引の品と脇荷取引以外の品とに分ける交

渉に入ったものと考えられる。（55）

　脇荷物の中の脇荷取引以外の品に含まれる「品代り

荷物」には反物類が多く含まれており、Ｃ 2：「嘉永

七寅年 唐紅毛差出」には、「反もの　小切るい　かふ

り　廿箱」（Ｃ 1：「唐舟阿蘭陀差出帳」では、22 箱と

記す）が記されていた。反物目利によって作成された

「切本帳」としては、Ｄ 2：「安政二年　卯紅毛船弐艘

品代切本帳」を挙げることができる。また、商人によっ

て作成されたものとしては、Ｄ 3：「安政二　卯三四番

割　卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」があり、両「切本

帳」の品目名を照合し、それに裂の貼付枚数を示した

ものが表 17 である。なお、この表 17 では、後述する
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表 12　安政 2年（1855）向け脇荷物の注文

表 13　安政 2年（1855）に向けての警告
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表 14　安政 2年（1855）向け品代りの注文
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「品代り荷物」の取引記録である表 18 で示す商品名を

照合して示しておく。

　脇荷取引は、本方取引と違いオランダ人が持ち渡っ

た商品（脇荷物）を長崎会所において本商人が直接入

札する取引であるが、安政 2 年の脇荷取引の結果を記

した日本側史料としてはＧ 2：「安政二卯三番割　卯紅

毛船脇荷物見帳」を挙げることができる。第 1 章で考

察したように、本史料には取引商品名と数量ならびに

落札価格と落札商人名を記しており、安政 2 年の脇荷

取引の実態をみるのに最も詳細な現存史料といえる。

また、上記したように「品代り荷物」の取引（9 月 21

日入札）に関しては、Ｇ 3：「安政二卯三番割　卯紅毛

船品代り荷物見帳」（反物の取引に限っては、Ｄ 3：「安

政二　卯三四番割　卯阿蘭陀船本方・品代切本帳」も

ある。）が取引商品名と数量ならびに落札価格と落札

商人名を記録している。したがって、本稿では、Ｇ 2・

Ｇ 3 の史料によって得られた結果を作表し提示してお

きたい（表 18）。表 16 と表 18 を照合することにより

表 16 の「積荷目録」に記された「硝子器」「小間物類」

「焼物類」「薬種類」「皮類」などの具体的日本側商品

名を確認できる。表 16・18 をみる限り、安政 2 年の

脇荷物の種類は、基本的に従来と変わりはなく、薬品

類、硝子器・陶磁器などの食器類、時計など、雑貨・

小間物類、さらに染織類（「品代り荷物」）などからなっ

ている。なお、表 18 の「数量」欄に記されている「外

ニ 1 枚別段持渡り」など「別段持渡り」の表記は、後

表 15　安政 2年（1855）「品代り」に対する警告
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表 16　安政 2年（1855）脇荷物の積荷目録 
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述する「除き物」としての数量を示しているものと考

えられる。（56）

　現存するＦ 7：「政庁の貿易代理人の脇荷勘定帳」

Kambang rekening van den Gouvernement's Agent voor 

den handel 1855.（日付無し）には、脇荷取引以外の取

引の品に相当する Algemeene Ligting（除き物）のリス

ト（商品名・数量・価格・価額を記す）と脇荷物に対

する輸出品のリスト（日本商人別に商品名・数量・価

格・価額を記す）、さらに、交換貿易（「品代り荷物」

の取引）のリスト（商品名・取引価格・商人〔購入〕

価格・35％控除後の価格を記す）からなっているが、

残念ながら脇荷物の取引に関して全容を知ることはで

きない。

　それに対して、前年の嘉永 7 年（1854）の Kambang 

rekening van den Pachter 1854.（賃借人の脇荷勘定帳）（57）

には、Kambang Rekening（脇荷勘定帳）と Ruilhandel 

Rekening（交換貿易勘定帳）を巻頭に記し、その後

に、前者の勘定帳の内訳として Algemeene Ligting（除

き物）のリスト（商品名・数量・価格・価額を記す）

と脇荷物に対する輸出品のリスト（日本商人別に商品

名・数量・価格・価額を記す）を記している。この

ことから考えて、恐らく、安政 2 年（1855）のＦ 7：

「政庁の貿易代理人の脇荷勘定帳」Kambang rekening 

van den Gouvernement's Agent voor den handel 1855.

は、Kambang Rekening（脇荷勘定帳）と Ruilhandel 

Rekening（交換貿易勘定帳）を作成する前段階の史料

と考えられ、未完成のものと思われる。

　そこで、本章では、嘉永 7 年（1854）の「賃借人

の脇荷勘定帳」を分析することにより、安政 2 年

（1855）の脇荷物の取引を推測することにしたい。

Kambang rekening van den Pachter 1854.（賃借人の脇荷

勘定帳）によれば、嘉永 7 年（1854）の脇荷取引は、

83,229.814 カンバンテール、脇荷取引以外の取引では、

Algemeene Ligting（除き物）の取引で 24,280.68 カン

バンテール、阿蘭陀通詞小川慶右衛門（除き物）の取

引 10 カンバンテール、阿蘭陀通詞北村元助（除き物）

の取引 71 カンバンテール、書籍類の取引 3,541 カン

バンテール（内、30 カンバンテールは阿蘭陀通詞品

川藤兵衛の取引）、「品代り荷物」の取引 29,933.878 カ

ンバンテールがあり、合計 141,066.372 カンバンテー

ルが嘉永 7 年の脇荷物に関する取引規模であった。し

たがって、賃借人が持ち渡った脇荷物の内、脇荷取引

は、全体の 59% を占め、残りの 41% が脇荷取引以外

の取引であったといえる。

　単純に比較することは控えなければならないが、

安政 2 年の Algemeene Ligting（除き物）の取引が

表 17  安政 2年（1855）オランダ船 2艘（Henriette en Cornelia, Nederland）品代り荷物（反物類）
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表 18  安政 2年（1855）オランダ船脇荷物の取引
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47,918.4329 カンバンテールあり、前年度のほぼ 2 倍

であることから脇荷物に関して、全体の取引規模が前

年より増加していた可能性は高いであろう。

　次に、「品代り荷物」の取引についてみていきたい。

　嘉永 7 年（1854）の Ruilhandel Rekenig（交換貿易

勘定帳）を示すと、史料 1 のようである。「品代り荷物」

として染織類と薬品類が取引され、日本側（長崎会所）

からは、白蠟と密蠟を主要商品として渡していること

がわかる。「品代り荷物」の染織品の単価は、長崎歴

史文化博物館収蔵の「嘉永七　寅阿蘭陀舟本方・品代

切本」に記されている会所の仕入値と一致することよ

り、先にも述べたように、「品代り荷物」が長崎会所

によって購入されたものであり、脇荷取引のように日

本側商人が直接入札購入したものではなかったことが

史料１（翻刻版）
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わかる。

　上記に対して、安政 2 年の交換貿易に関する史料を

示すと、史料 2 のようであり、史料 1 のように貸借対

照表形式ではない。また、空白欄もみられ、未完成の

記録と判断される。この史料 2 には、各商品ごとに「品

代り荷物の取引価格」、「商人〔購入〕価格」、「35％控

除後の価格」をカンバンテールとグルデンで記してい

る。「品代り荷物の取引価格」は、政庁の貿易代理人

ランヘが長崎会所に販売した価格である。「商人〔購入〕

価格」は、長崎会所から本商人が落札購入した価格で

あり、その落札購入価格から本商人が 35％長崎会所

に収めた後の価格が「35％控除後の価格」である。こ

の史料 2 より、「品代り荷物」に関しても、脇荷取引

と同じように本商人は落札価額から 35％を長崎会所

史料１（拙訳版）
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に収めることになっていたことがわかる。また、オラ

ンダ側で「品代り荷物」の本商人落札価格の「35％控

除後の価格」を書き留めていることは、それぞれの「品

代り荷物」の日本市場での商品価値を調査していたあ

らわれであり、自由貿易に向けての準備とも読み取れ

よう。

　上述したように安政 2 年の「政庁の貿易代理人の脇

荷勘定帳」は、不完全なためその全容を確認すること

はできないが、前年の取引から考えて、脇荷物には、

書籍類も含まれていたことは間違いない。表 1 にも示

したように、9 月 25 日には、 

一当年入津之阿蘭陀船 持渡書籍之分御用ニ付申

上候半切弐通并書籍等御取入之儀ニ付申上候横

史料２（翻刻版）

史料２（拙訳版）
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文字壱通并和解帳壱冊添書半切弐通、御年番所江

（中略）相渡ス（58）

とあることより、ここでは書籍が御用として取り扱わ

れていたことがわかる。「弘化元年（＝天保十五年）

甲辰七月調」を下限とする「唐紅毛交易大意」（「力石

雑記」三十五（北海道大学附属図書館北方資料室所蔵））

には、脇荷物の説明の中で「書籍」について次のよう

に記している。

　　一書籍

右書籍之義者、入札拂ニ差出候品ニ無之、都

而江戸御用書籍之分被　仰渡候書籍を以出帆

前申達、持渡之上者代金會所 仕拂申候、其

余御奉行所御誂并御代官私共誂遣し候書籍者

御奉行所江相伺、御免之上誂遣し持渡候へ共、

是又伺之上御印濟を以受取来、右代り物カヒ

タン申出候通仕拂候義ニ御座候、其余書籍ハ

紅毛人銘 見用之ため持渡候品ニ御座候

すなわち、脇荷物として持ち渡られた「書籍」は、脇

荷取引はされず、「御用書籍」として注文の上、持ち

渡られたものであり、その他、奉行所や代官等の注文

品となり、さらにオランダ人の私用のために持ち渡ら

れたものである。

　また、書籍に関しては、表 1 の 10 月 10 日に、

当年阿蘭陀船 持渡候書籍之内脇荷阿蘭陀人船頭

共所持之分直段取調早々可申聞候（59）

とあり、「脇荷阿蘭陀人」（ここでは政庁の貿易代理人

ランヘを指す）や「船頭」（船長）等のいわゆる「遣

捨品」として持ち渡られた書籍類も取引にかけられて

いたと考えられる。「日本商館脇荷勘定帳」Kambang 

rekening courant Japan 1855. の bijlaag No. 5（付録文書 5

番）には、出島商館の図書室から書籍（boek werken） 

や海図（zeekaarten）が将軍や幕府高官等のために、

1,483.50 カンバンテールで譲られていることを記して

おり、また、同勘定帳の baijlaag No. 6（付録文書 6 番）

には、阿蘭陀通詞がヤコブ・ズワルト Jacob Swart の

航海術の書籍類を 8 カンバンテールで譲られているこ

とを記している。（60）これらの記録は、オランダ人の「遣

捨品」としての書籍類が日本側に販売されたことを示

すものと思われる。

　第 3 章で考察した長崎地役人等の「所望品」は脇荷

物の中の「除き物」として扱われていたと考えられる。

長崎歴史文化博物館収蔵の「御内用方　諸書留」の天

保 7 年（1836）の記事には、賃借人が持ち渡った脇荷

物について記しているところがあるが、その中で次の

ように述べている。

（前略）昨年 右掛り之者（＝賃借人）咬 吧表

差越、尤脇荷持渡高凡三歩二之分脇荷商賣ニ差出、

相残候壱歩通者御所望ニ差出候心得ニ而荷物相増

別段持渡申候（後略）

ここにあるように、脇荷物の は「御所望」扱いにす

ることが記されている。この脇荷取引と「御所望」（脇

荷取引以外の取引）の割合の規程は、天保 10 年（1839）

になくなるが、（61）脇荷取引以外の取引の中で、天保

14 年（1843）より地役人等の「所望品」が扱われ、

それは、Algemeen Ligting（除き物）に含まれていた

とみることができる。

　また、安政 2 年の脇荷物の取引以外の取引となった

「除き物」の評価基準に関しては、全ての商品で確認

することは難しいが、Semen Chinae（セメンシーナ）

や、saffraan（サフラン）、hijossiamus（ヒヨシヤムス）、

digitalis（シキターリス）、camillen（カミルレ）といっ

た薬品類をみる限り、その取引値段は、もれなく脇

荷取引時の 6 割 5 分になっている。（62）脇荷取引では、

上述の如く、商人落札価額から、その 3 割 5 分は長崎

会所に収められることになっていたが、その 3 割 5 分

を引いた残りの 6 割 5 分が「除き物」の取引値段とさ

れていたのである。すなわち、オランダ人にとっては、

同じ品物で同じ収益が得られ、「除き物」で購入する

特権階級の日本人にとっては、本商人より 3 割 5 分安

値で入手することができた訳である。

　表 1 にみられるように、脇荷物の入札（9 月 16 日

～ 18 日）終了前に、「御代官并町年寄所望之品会所渡」

（7 月 25 日・8 月 1・13 日）・「町年寄所望之品会所渡」

（8 月 3・11・15・30 日）・「御調并願請之品引分会所渡」

（9 月 18 日）などがおこなわれており、「除き物」の

取引では、品物そのものは早々に決められていたもの

があったが、その取引値段については、脇荷取引がお

こなわれた後に決められたと考えられるのである。

おわりに

　以上、安政 2 年（1855）の日蘭貿易における本方荷

物・誂物・脇荷物などオランダ船の主要な輸入品の取

引について、史料紹介を含めて明らかにしてきた。「お

わりに」においては、安政 2 年の取引が翌安政 3 年と

比較していかなる位置付けができるか検討を加えてお

きたい。

　本方荷物に関しては、別段商法・新規の別段商法を

含めて安政 2 年の取引額は、136,644.2653 カンパニー

テール（182,192.3537 グルデン）であり、天保 15 年

（1844）以降では最高額を記録している。それに対して、

翌安政 3 年はその に相当する 91,989.6594478 カンパ

ニーテール（122,652.8792 グルデン）に減少している。

（表 19 参照）

　また、誂物においては、その現象がさらに顕著

であり、安政 2 年の取引額は、324,317.24 グルデン
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表 19　1844（天保 15）～ 1856（安政 3）本方荷物の取引規模 （単位：テール）

表 20　1844（天保 15）～ 1856（安政 3）誂物の取引規模
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（243,237.93 カンパニーテール）で、本方取引の 1.78

倍を記録し、天保 15 年以降でみても桁違いの額であ

る。翌安政 3 年には、御用御誂物として、1,158.48 グ

ルデン（868.8 カンパニーテール）のみの取引額であり、

前年の 1
250 にも満たない。（表 20 参照）

　脇荷物に関しては、第 4 章で考察したように、安政

2 年は、「除き物」の取引額（47,918.4329 カンバンテー

ル）を除いて、脇荷物の取引の全容を知ることができ

ない。そこで、史料の整っている前年の嘉永 7年（1854）

の脇荷物の取引についてまとめると、脇荷取引は、

83,229.814 カンバンテールであり、脇荷取引以外の取

引は、57,836.558 カンバンテール（その内、「除き物」は、

24,361.68 カンバンテール）で、合計 141,066.372 カン

バンテールとなり、安政 3 年の脇荷物の全ての取引額

（175,994.98 カンバンテール）の 4
5 に相当する。嘉永 7

年を参考に、安政 2 年の脇荷物の内の「除き物」の取

引額（47,918.4329 カンバンテール）から安政 2 年の

脇荷物の全ての取引額を割り出せば、安政 3 年の脇荷

物の全ての取引額を上回っていた可能性は十分ありえ

よう。

　以上のことより、安政 2 年の日蘭貿易は、脇荷物に

ついては推測の域を出ないが、本方荷物や誂物等、天

保 15 年（1844）以降でみた場合、従来の取引額を上

回るものであり、翌年からの脇荷取引を重視していく

前段階の、旧制度に基づいた特例の年度ということが

できよう。

　しかし、これらのことは、当然、安政 4 年（1857）

以降の日蘭貿易を考察することによって、さらに明ら

かになっていくものと考えられる。
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2 年の「本方」荷物・「誂物」リストの末尾に「六月廿五日

巳上刻留ル」、「脇荷物」・「品代り」リストの末尾に「〆六

月廿五日」とあり、6 月 25 日に作成された「積荷目録」の

写しと考えられる。

(12)	「切本帳」は現在、東京国立博物館をはじめ、長崎歴史文

化博物館・長崎市教育委員会・九州国立博物館・九州大学

記録資料館九州文化資料部門・神戸市立博物館・関西大学

図書館・杏雨書屋・京都工芸繊維大学美術工芸資料館・鶴

見大学図書館・鶴見大学文学部文化財学科・東京大学史料

編纂所・国立歴史民俗博物館等に所蔵されており、このほ

か、個人蔵を含めて各所に散在していると考えられる。

(13)  拙著『日蘭貿易の史的研究』（吉川弘文館、平成 16 年）110

頁参照。

(14)  同上、111 頁参照。

(15)  拙稿「幕末期における輸入染織史料」（『三井文庫史料 私の

一点』三井文庫論叢第 50 号別冊、平成 29 年）16 ～ 17 頁参照。

なお、「差出目利帳」には、安政 2 年のオランダ船の「差出帳」

と「見帳」は収録されていない。

(16)  Pakhuis rekening Japan 1855. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1793 

(Aanwinsten, 1910, I: No.242). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-134-47).

(17)  Bijlagen Pakhuis rekening Japan 1855. MS. N.A. Japans Archief, 

nr. 1793 (Aanwinsten, 1910, I: No.253). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-135-2).

(18) Komps rekening courant Japan 1855. MS. N.A. Japans Archief, 

nr. 1814 (Aanwinsten, 1910, I: No.181). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-133-29).

(19) Bijlagen Komps rekening courant Japan 1855. MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1814 (Aanwinsten, 1910, I: No.193). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-133-41).

(20)  Rekening van den Aparten Handel 1855. MS. N.A. Japans 



46

Archief, nr. 1864 (Aanwinsten, 1910, I: No.226). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-134-31).

(21) Rekening van den Nieuwen Aparten Handel 1855. MS. N.A. 

Japans Archief, nr. 1868 (Aanwinsten, 1910, I: No.230). (Tōdai-

Shiryō Microfilm: 6998-1-134-35).

(22)  Kambang rekening courant Japan 1855. MS. N.A. Japans Archief, 

nr. 1889 (Aanwinsten, 1910, I: No.267). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-135-16).

(23) Bijlagen Kambang rekening Japan 1855. MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1889 (Aanwinsten, 1910, I: No.282). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-135-31).

(24)	 政庁の貿易品である本方荷物をめぐっての取引に関して

は、Komps rekening courant Japan.（日本商館本方勘定帳）

と Kambang rekening courant Japan.（日本商館脇荷勘定帳）

があり、脇荷物の取引については、独立した別の帳簿が作

成されていた。例えば、本稿で後述する Kambang rekening 

van den Pachter 1854.（賃借人の脇荷勘定帳）や Kambang 

rekening van den Gouvernement's Agent van den handel 1855. 

（政庁の貿易代理人の脇荷勘定帳）がそれに相当する。脇

荷物の取引が「日本商館脇荷勘定帳」で処理されるように

なるのは、脇荷物が賃借人に代わって政庁主導のもとで取

引されるようになって 2 年目の 1856 年からである。

	 　なお、帳簿類で使用されるカンパニーテール compagnie 

theil は、日本側で本方銀、カンバンテール kambang theil は、

日本側で脇荷銀と称された。本稿で使用するカンパニー

テール compagnie theil、カンバンテール kambang theil、グ

ルデン guldenの換算は以下の通りである。1カンパニーテー

ル＝ 1 グルデン、1 カンバンテール＝ 1.6 グルデン、1 カ

ンバンテール＝ 1.2 カンパニーテール。

(25) Kambang rekening van den Gouvernement's Agent van den 

handel 1855. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1871 (Aanwinsten, 

1910, I: No. 291) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-135-41).

(26)	 片桐一男『阿蘭陀通詞の研究』（吉川弘文館、昭和 60 年）

260 頁参照。

(27) Geschenken en Jedosche Verkoop Japan 1856. MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1829 (Aanwinsten, 1910, I: No.216). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-134-21).

(28) 前年、嘉永 7 年 (1854) には、阿蘭陀通詞によって、Notitie 

van de Koopmanschappen voor het aanstaande jaar 1855.（来た

る 1855 年に向けての商品の注目事項）が作成され、オラ

ンダ側に渡されていた。この「商品の注目事項」には、数量・

商品名・価格が記され、つづいて注目事項の内容が明記さ

れている。一例として冒頭に記されている Laken Schairood 

（猩々緋）についてみると次のごとくである。

	 	 10 stuks  Laken Schairood          　　　　　per ikje T. 10:-

  　Van dit artikel is de kwaliteit niet zelden onvolkomen; 

zoo moet de kleur hoogrood en glanzig en de rand zwart 

ruig en breed zijn.

（猩々緋　10 反　　　　　　　　1 間に付、10 テール

　この商品は、不完全な品質であることはまれではな

い。そのため、色合いは深紅色でつやがあり、縁取り

は黒く、ざらついて幅広のものでなければならない。）

	 「商品の注目事項」には、上記の「猩々緋」をはじめとし

て 55 品目にわたって記されており、そこに記された価格

と後掲の表 5 に示した各商品の販売価格の多くが一致し

ていることより、いかに当時の日蘭貿易 ( 本方取引 ) が

定例化した取引であったか窺い知ることができよう。( 出

典：Notitie van de Koopmanschappen voor het aanstaande jaar 

1855. Bijlagen verslag 1854. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1730 

(Aanwinsten, 1910, I: No. 104)(Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-131-3).)

(29) 註 (4) 参照、235 頁。

(30) 拙稿「江戸時代後期における出島貿易品の基礎的研究－天

保 15 年 (1844) を事例として－」（『鶴見大学紀要』第 54

号第 4 部、平成 29 年）18 ～ 19 頁参照。

(31) 山脇悌二郎「スタト・ティール号の積荷－江戸時代後期に

おける出島貿易品の研究－」（『長崎談叢』第 49 輯、昭和

45 年）16 頁参照。

(32) 中村質「オランダ通詞の私商売－楢林家「諸書留」を中心

に－」（中村質編『開国と近代』吉川弘文館、平成 9 年）

83 頁参照。

(33) 註 (22) 参照。なお、本方荷物として持ち渡られた砂糖

suiker は、本方取引や「紅毛船追売」・「紅毛船臨時貰」で

の取引、願請砂糖（除き物 ligting）になった他、オランダ

人の遣捨や贈り物、参府経費等々に使用された（註 (16) 参

照）。 

(34) 岩生成一『明治以前洋馬の輸入と増殖』江戸時代日蘭文化

交流資料集（一）（日蘭学会、昭和 55 年）17 頁参照。

(35) 拙著『日蘭貿易の構造と展開』（吉川弘文館、平成 21 年）

100 ～ 103 頁参照。

(36) 註 (23) 参照。なお、ネーデルラント号の「送り状」（註 (9)

参照）には、'1 ordinair tapijt'（並の毛氈　1 枚）'f. 180'（180

グルデン＝ 112.5 カンバンテール）が記されており、本品

が最終的に荒尾のものになった可能性が高い。

(37) 拙著『日蘭貿易の史的研究』（吉川弘文館、平成 16 年）の「第

7 章　オランダ船の海黄輸入」参照。

(38) 註 (30) 参照、35 頁。

(39) 註 (30) 参照、35 ～ 40 頁。

(40) 例年作成された「注文書」Eisch が全て現存していないの

で明らかなことは言えないが、少なくとも De eisch van de 

Rijksgrooten voor het aanstaande jaar 1850.（来たる 1850 年に

向けての幕府高官の注文）には、1,000 丁のゲヴェール銃が

注文されている。そして、その後、嘉永 4 年（1851）に 250 丁、

さらに同 5 年（1852）に 250 丁誂物として持ち渡られてお

り、その次は本稿で考察している安政 2 年（1855）の 6,000

丁の輸入であった。（出典：De eisch van de Rijksgrooten 
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voor het aanstaande jaar 1850. Verslag 1849. MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1724 (Aanwinsten, 1910, I: No. 99). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-130-24). Bijlagen Kambang rekening Japan 

1851. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1885 (Aanwinsten, 1910, I: 

No.278). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-135-27). Bijlagen 

Kambang rekening Japan 1852. MS. N.A. Japans Archief, nr. 

1886 (Aanwinsten, 1910, I: No.279). (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-135-28).)

(41) 註 (35) 参照、138 頁参照。

(42) 註 (35) 参照、334 ～ 338 頁参照。

(43) 「誂物」の取引枠は 10,000 グルデンであったと考えられる。

脇荷貿易に関して、賃借人とバタヴィア政庁との間で例年、

契約 kontract が結ばれていたが、例えば、1839 年度用の契

約書の第 13 条には、

政庁は、それぞれの賃借年に、将軍や幕府高官や長崎

の役人達の注文に応じて、10,000 グルデンを超えない

購入金額の商品を会社貿易の商品とは別に、日本に送

る権限を維持する。

	 とあり、誂物の取引枠が 10,000 グルデンであったことがわ

かる。（拙稿「賃借人の脇荷貿易について－天保 10 年（1839）

～同 14 年（1843) を事例として）－」（『鶴見大学紀要』第

57 号第 4 部、令和 2 年）4 頁参照）なお、この契約書の文

言は、1835 年（天保 6）から 1848 年（嘉永元）まで確認

することができる。

(44) 註 (4) 参照、241 頁。

(45) 註 (30) 参照、41 頁。

(46) De eisch van de Wel Edel Heeren Rentemeester, Kommissaris 

der Geldkamer en Opperburgemeesters voor het aanstaande jaar 

1855. Bijlagen verslag 1854. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1730 

(Aanwinsten, 1910, I: No. 104) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-131-3).

(47) 永積洋子「オランダ商館の脇荷貿易について－商館長メイ

ランの設立した個人貿易協会（1826 － 1830 年）－」（『日

本歴史』第 379 号、昭和 54 年）参照。

(48) 拙稿「賃借人の登場－近世後期におけるオランダ船脇荷貿

易システムの改変とその実態－」（『洋学』第 23 号、平成

28 年）参照。

(49) 拙稿「賃借人のウニコール輸入－日蘭貿易における脇荷物

と誂物－」（『比較文化研究』第 22 号、令和 2 年）24 頁参照。

(50) De eisch van de Kambang goederen voor het aanstaande jaar 

1855. Bijlagen verslag 1854.  MS. N.A. Japans Archief, nr. 1730 

(Aanwinsten, 1910, I: No. 104) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-131-3).

(51) Waarschuwing. Bijlagen verslag 1854.  MS. N.A. Japans Archief, 

nr. 1730 (Aanwinsten, 1910, I: No. 104) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-131-3).

(52) 註 (49) 参照、21、32 ～ 33 頁参照。前掲拙稿「賃借人の脇

荷貿易について－天保 10 年（1839）～同 14 年（1843）を

事例として－」25 頁参照。

(53) De eisch van den Ruiling Handel voor het aanstaande jaar 1855. 

Bijlagen verslag 1854.  MS. N.A. Japans Archief, nr. 1730 

(Aanwinsten, 1910, I: No. 104) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-

1-131-3).

(54) Waarschuwing voor den Ruiling Handel. Bijlagen verslag 1854. 

MS. N.A. Japans Archief, nr. 1730 (Aanwinsten, 1910, I: No. 

104) (Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-131-3).

(55) 前掲拙稿「賃借人の脇荷貿易について－天保 10 年（1839）

～同 14 年（1843）を事例として－」3 頁（1839 年度用の

契約書「第 7 条」）参照。J. A. ファン・デル・シェイス著・

小暮実徳訳『シェイス オランダ日本開国論』360 ～ 361 頁

（1853 年～ 1856 年用の契約書「条項 7」）参照。

(56) 「安政二卯三番割　卯紅毛船脇荷物見帳」作成時点におけ

る「除き物」の数量と考えられる。なお、註 (25) に記され

ている Algemeene Ligting（除き物）のリストとの照合によ

るが、全て一致するものではない。

(57) Kambang rekening van den Pachter 1854. MS. N.A. Japans 

Archief, nr. 1871 (Aanwinsten, 1910, I: No.291). (Tōdai-Shiryō 

Microfilm: 6998-1-135-40). 

(58) 註 (4) 参照、404 頁。

(59)	 註 (4) 参照、438 頁。

(60) 註 (23) 参照。 

(61) 前掲拙稿「賃借人の脇荷貿易について－天保 10 年（1839）

～同 14 年（1843）を事例として－」7 頁参照。

(62) 例えば、セメンシーナは、脇荷取引では、1 斤に付き 1

貫 870 匁で落札されている。それに対して、Algemeene 

Ligting（除き物）では、Semen Chinae は 1 斤 121.55 カンバ

ンテール（＝ 1 貫 215 匁 5 分）で取引されている。すなわ

ち、Algemeene Ligting（除き物）の取引価格は、落札価格

の 6 割 5 分（1 貫 870 匁 ×0.65 ＝ 1 貫 215 匁 5 分）である

ことがわかる。（表 18 の (291)、註 (25) 参照）. 

［付記］

　本稿作成にあたっては、東京大学史料編纂所共同研究員イサ

ベル・田中・ファンダーレン氏に数々の御教示を頂きました。

記して深甚なる謝意を表します。


